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第６回尾張旭の教育を考える協議会 議事録

１ 開催日時

  令和５年１１月２０日（月）

  開会 午前１０時００分

  閉会 午前１０時４７分

２ 開催場所

  尾張旭市役所南庁舎３階 講堂

３ 出席委員

  大村  惠、大蔵 純子、永村 元宏、大野喜弥子、北角富貴子、藤松佐登司、

  清水まさみ、森   修、谷口 和成、奥田 智洋、山田 啓子

４ 欠席委員

  新川 成哲、深谷 泰司、竹内 文人、石田 慎二郎

５ 傍聴者数

  ０名

６ 出席した事務局職員

  教育長 河村  晋

  管理指導主事 伊藤 和由

  教育政策課長 田島 祥三

  学校教育課長 田中 健一

  学校給食センター所長 松原 友雄

  生涯学習課長 鈴木 直子

  図書館長 三浦 明美

  文化スポーツ課長 加藤  剛

  文化スポーツ課主幹 周防 康尚

７ 従事職員

  教育政策課係長 中川 暢顕

８ 議題等

⑴ パブリックコメントの結果について

⑵ 第２次尾張旭市教育振興基本計画（協議会案）について

⑶ 教育委員会への答申について

⑷ その他
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９ 会議の要旨

大村会長 本日は大変お忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうござい

ます。定刻となりましたので、ただいまから、第６回尾張旭の教育

を考える協議会を開催させていただきます。

本日の協議会が、予定されている最後の会議となりますので、よ

ろしくお願いします。本日は、皆様に答申の内容を改めて確認いた

だきました後に、教育委員会に対して答申していくことを予定して

おります。

本日の出席者は１１名で、定足数に達しております。

なお、新川委員、深谷委員、竹内委員、石田委員からは欠席の連

絡を受けております。

それでは、会の開催に当たり、河村晋教育長から一言ご挨拶をお

願いします。

教育長 ≪教育長あいさつ≫

大村会長 ありがとうございました。

続きまして、次第２「パブリックコメントの結果について」で

す。それでは、事務局から説明してください。

教育政策課長 ≪資料１６、資料１６別紙説明≫

大村会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明について、ご意見、ご質問等があれ

ば、お願いいたします。

大村会長 ご意見、ご質問も無いようですので、次に、次第３「第２次尾張

旭市教育振興基本計画（協議会案）について」、事務局から説明し

てください。

教育政策課長 ≪資料１７説明≫

大村会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明について、ご意見、ご質問等があれ

ば、お願いいたします。

大村会長 ご意見、ご質問も無いようですので、資料１７をもって、第２次

尾張旭市教育振興基本計画の協議会案としてお認めいただいたもの

とさせていただきます。皆様、ありがとうございました。

大村会長 次に、次第４「教育委員会への答申」について、事務局から説明

してください。

教育政策課長 ≪資料１８説明≫

≪答申（案）読み上げ≫

大村会長 ありがとうございました。

ただいま説明のありました答申の内容については、事前に、皆様

に確認をお願いしておりましたが、改めてご確認いただき、意見や

修正等が必要な点などがあれば発言をお願いしたいと思います。

なお、本日は、この後、答申を予定しておりますが、本日の意見

を踏まえて最終調整し、答申を取りまとめますので、よろしくお願
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いいたします。

それでは、ただいまの説明について、ご意見、ご質問等があれ

ば、お願いいたします。

教育政策課長 事務局からの意見となりますが、お願いします。

今回、子ども・若者からの一部の意見を計画に反映したとの記載

に変更する案を提示させていただきましたが、これらの意見は、

「これから１０年間の教育」に対するもので、大いに参考にさせて

いただいたものの、意見を基に計画を修正したものではないことか

ら、適切な表現に変更させていただければと考えております。

委員の皆様からご意見をお願いいたします。

森委員 子どもたちの純粋な意見ですので、計画に反映できる部分もあれ

ば、そうではない部分もあるかと思います。そう考えますと、修正

案のとおり、「一部の意見を計画に反映した」と記載してもいいの

ではないでしょうか。

教育長 再度、事務局から失礼いたします。子どもたちの意見は、計画そ

のものを修正するために提出いただいたものではなく、資料１６に

記載のとおり、「これから１０年間の教育」に対する意見だととら

えております。そのことから、いただいた意見は、これから計画書

に記載された事業を実施していく際に、生かしていくべきものと考

えております。

大村会長 これ以上、ご意見、ご質問も無いようですので、このあたりで答

申をまとめさせていただきたいと思います。

私も、事務局からの提案のとおり、子どもたちの意見は、現在の

学校や地域に対する率直な意見であり、今後、計画書の事業を実施

していく際に、大いに役立てていただくと良いのではないかと思い

ました。

そのことから、答申（案）の「一部の意見を計画に反映した」と

いう記載を従前に戻すとともに、文末を「こどもの意見表明・参加

の促進を進め、生かしていただきたいと思います。」と記載を変更

しようと思いますが、皆様いかがでしょうか。

（全員異議なく、変更案のとおり承認）

大村会長 それでは、ただいまのご意見を踏まえて、事務局で、答申の修正

をお願いします。皆様は、事務局が答申の修正を完了するまでしば

らくお待ちください。

なお、これまでの協議会を通じて、委員の皆様からご意見がござ

いましたら、お願いいたします。

奥田委員 子どもたちからの意見募集について、子どもの生の意見が出され

ていて、とても良かったと思います。次回以降の計画策定に当たっ

ても、子どもたちの意見を聞いていくことになるかと思いますが、

例えば、今回と次回の変更点を比較できるようにするなど、統計と

しても参考になるようにしていただけると良いと思います。

皆様、ありがとうございました。

大村会長 奥田委員のご意見のとおり、例えば、給食に関する意見が数多く

出されていましたので、それを集約するなど、まとめ方にも工夫し

ていただけると良いと思います。

山田委員 子どもたちからの意見を募集できたことが良かったと思います。
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私も小学生の子どもたちと接する機会がありますので、せっかく出

してもらった意見を少しでも叶えていけるように、その方法を考え

ていただきたいと思います。

子どもたちのこれからの１０年間を、大人が守っていくというこ

とを考えさせられました。ありがとうございました。

大蔵職務代理 ６回にわたり、子どもたちのことで、皆さんと考えを深めること

ができて、本当に良かったと考えています。小中学生の意見をこう

いった形で取り入れていくことは大変良い試みであり、このことが

主権者教育にもつながっていくものだと感じています。

現在、１０代の選挙の投票率は低い状況であり、自分たちの意見

が、こういった形で反映されるということが、投票率の向上や主権

者としての意見を形作っていくのではないかと思います。

本当に良い意見も出されていましたので、この件で小中学校の先

生たちとも交流ができると良かったとも思いました。

ありがとうございました。

大村会長 皆様、ありがとうございました。

それでは、ここからの答申に係る進行を事務局にお願いします。

教育政策課長 それでは、答申に入ります。

答申の流れとしましては、大村会長から答申をお伝えいただき、

その後、河村教育長から挨拶をさせていただきます。

そして、最後に答申書の手交と写真撮影を行います。

それでは、早速ですが、大村会長から答申をお願いします。

大村会長 それでは、私から教育長に答申いたします。

なお、答申書につきましては、先ほど修正したとおりとなります

ので、読み上げることは割愛させていただきたいと思います。

本年３月３０日に、第１回の尾張旭の教育を考える協議会が開催

され、河村教育長から教育振興基本計画について諮問を受けまし

た。本日の答申に至るまで、６回の会議を開催し、十分に議論を重

ねていただきました。委員の皆さんにおかれましては、公私ともに

ご多忙のところ参加いただいたことに重ねて御礼申し上げます。

今回、子どもたちから意見を募集する取組は、初めての試みとな

ったのですが、子どもたちから出された意見からは、学校をこのよ

うに良くしたい、困っている子を助けたい、他の学年や他校の児童

と交流したいなど、学校づくりのパートナーと言える内容であった

のではないかと思います。加えて、地域で開催される行事やイベン

トへの参加に関する意見は、地域づくりのパートナーとも言えるも

のであったと感じました。

教育委員会におかれましては、これまでの取組や答申の内容を踏

まえて、第２次教育振興基本計画の策定を進めていって欲しいと思

います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

教育政策課長 ありがとうございました。

それでは、河村教育長からお礼のご挨拶をさせていただきます。

教育長 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、会議にご出席い

ただき、誠にありがとうございました。
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大村会長を始め、委員の皆様からもご意見をいただきましたとお

り、今回、初めての試みとして、子どもたちから多くの意見をいた

だきました。子どもたちらしい貴重な意見をたくさんいただきまし

たので、これからの取組に大いに参考とさせていただきたいと思い

ます。

また、教育は、まちづくりの礎とも言えるものであり、子どもた

ちが関わる学校教育はもちろんのこと、大人である私達にとっても

教育は重要なものであります。教育を通して、皆さんが住みたいと

思えるまちづくりを進めていきたいと考えております。

本日の答申を踏まえて、教育委員会において計画策定を進めてま

いります。委員の皆様におかれましても、引き続き尾張旭市の教育

やまちづくりにお力添えくださいますよう、よろしくお願い申し上

げます。

教育政策課長 ありがとうございました。

続きまして、答申書の手交と合わせて、写真撮影を行いたいと思

います。まず、大村会長と河村教育長で撮影した後、全ての委員の

皆様も一緒に撮影させていただければと思います。

それでは、会長と教育長はスクリーンの前に移動をお願いしま

す。

教育政策課長 それでは、答申書を大村会長から河村教育長にお渡しください。

≪会長から教育長へ答申書を手交≫

教育政策課長 それでは、委員の皆様もスクリーンの前に移動をお願いします。

≪全委員と教育長で写真撮影≫

教育政策課長 ありがとうございました。

委員の皆様におかれましでは、席にお戻りください。

教育政策課長 皆様ありがとうございました。答申については、以上となりま

す。進行を大村会長にお戻しします。

大村会長 皆様、ご協力ありがとうございました。

最後に、次第５「その他」について、事務局から説明してくださ

い。

教育政策課長 事務局から３点連絡いたします。

１点目は、「本日の会議録について」です。

会議録については、これまでと同様、作成次第、送付させていた

だき、皆様に確認をお願いしたいと思います。お忙しいところお手

数をおかけしますが、ご確認よろしくお願いします。

２点目は、「今後の予定について」です。

第２次尾張旭市教育振興基本計画については、本日の答申を踏ま

え、１２月２０日に開催される「１２月定例教育委員会」に議案を

提出し、議決をいただきました後、印刷等を進め、年度内に目途

に、公表・配布する予定としております。

３点目は、「委員の任期について」です。

皆様の委員としての任期についてご説明いたします。本協議会の

設置根拠である尾張旭の教育を考える協議会設置条例第４条では、
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「委員の任期は、当該諮問に係る答申を行った日をもって満了とす

る。」と規定されておりますので、答申をしました本日を持ちまし

て、皆様の任期は満了となります。

大変、長期間にわたり、ご協力いただき、ありがとうございまし

た。

「その他」については、以上でございます。

大村会長 ありがとうございました。

それでは、以上を持ちまして、本協議会の全ての日程を終了いた

しました。

皆様、長きにわたりご協力いただき、誠にありがとうございまし

た。


